
 令和６年１月１日能登半島地震による 

家計急変世帯を対象とする就学援助制度案内（令和５年度３学期分） 

令和６年３月 珠洲市教育委員会事務局 

 

令和６年１月１日能登半島地震の影響により所得が急変した方は、就学援助制度の対象となる 

可能性があります。下記期日までに珠洲市教育委員会事務局へ申請していただき、認定されると、

３学期分の学用品費が補助されます。 

 また、令和６年度新中１年となるお子様の保護者に関しては、新入学児童生徒就学援助制度が

あり、認定されると新入学学用品費が補助されます。 

 

１ 対 象 者 

令和５年度３学期、珠洲市立小中学校に在籍した児童・生徒の保護者のうち、能登半島地震

の影響で所得が急変し就学援助対象者となった者。詳細は別添フロー図参照。 

※ただし、今年度既に就学援助の認定を受けている方は除く。 

 

２ 補助対象経費 

  学用品費、通学用品費（文科省が示す単価分の支給となります。） 

 

３ 提出書類 

  ・申請書 様式１号 就学援助費受給申請書 

  ・申請書 様式２号 就学援助費受給申請書（新入学児用） 

  ・申請者の振込先預金通帳の写し（金融機関、口座名義、口座番号が確認できる状態） 

  ・令和６年能登半島地震の罹災証明書の写し 

  ・令和６年１月もしくは２月の世帯収入が分かる書類の写し 

   （給与明細、年金振込通知書、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類 等） 

 

４ 申請期日 

   令和６年３月３１日（日）（土日も８時３０分～１７時１５分まで対応いたします。） 

 

５ 注意点 

  ・内容についての問い合わせは下記連絡先までお願いいたします。また、申請を検討する方

は必ず事前に一度下記連絡先までご相談お願いします。 

   
珠洲市教育委員会事務局 

学校教育係 

TEL：0768-82-7816 



対象外 ・地震発生前から就学援助者認定されているか

対象外
令和６年能登半島地震で被災しているか
（罹災証明書が提出可能か）

対象外
地震の影響により家計が急変し、世帯所得が就学援助制度の
認定基準以下となったか。

↓認定の大まかな目安

対象外
上記の条件に全て当てはまる方は就学援助者として追加認定され、3学期分の学用品費および
新入学児童生徒学用品費（R6新中1、小1のみ）が支給されます。

・３学期分学用品費  小学生・・3,478円
           中学生・・6,253円

・新入学児童生徒学用品費 新小1・・54,060円 新中１・・63,000円
※ただし、上記は令和６年度 珠洲市立小中学校に入学する事が条件に追加されます。

世帯所得の計算には、令和６年１月または２月の収入情報が必要ですので、
下記書類の用意をお願いいたします。
※給与明細、年金振込通知、事業収入、不動産収入 等が分かる書類

また、被災の証明として罹災証明書の用意も併せてお願いいたします。

今回対象となる金額は以下の通りです。

就学援助 能登半島地震の影響による３学期分追加認定 フロー図 

5⼈家族(⽗、⺟、祖⺟、⼦×2)
所得額 約２５０万円以下

４⼈家族(⽗、⺟、⼦×2)３⼈家族(⽗、⺟、⼦)家族構成
約３００万円以下 約３５０万円以下

・地震があった令和６年１月１日時点で、珠洲市立小中学校に在籍していた。
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